
更新履歴

一連番号
更新年月
日

更新した特約条項 更新した根拠
適用年月
日

R5-2 R5.9.7
（別紙様式第５０）知
的財産の取扱いに関す
る特約条項

研究委託性のある請負契約等における知
的財産の取扱いについての一部改正につ
いて（通知）（装技振第１５２９５号。
令和５年８月２９日）の更新による。

更新日

次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後
欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げ
るその標記部分に二重下線を付した規定（以下「対象規定」という。）は、改正後欄に掲
げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。



改 正 後 改 正 前

別紙様式第５０ 別紙様式第５０

知的財産の取扱いに関する特約条項 知的財産の取扱いに関する特約条項

（著作物の取扱い） （著作物の取扱い）

第４条 乙は、契約書又は仕様書等の 第４条 乙は、契約書又は仕様書等の

定めるところにより甲に提出された 定めるところにより官に提出された

著作物（乙の固有の技術資料（乙が 著作物（乙の固有の技術資料（乙が

第三者から提供を受けた技術資料を 第三者から提供を受けた技術資料を

含む。以下同じ。）を除く。）につ 含む。以下同じ。）を除く。）につ

いて、著作者人格権を行使しないも いて、著作者人格権を行使しないも

のとする。また、乙は、当該著作物 のとする。また、乙は、当該著作物

の著作者が乙以外の者であるときは の著作者が乙以外の者であるときは

、当該著作者が著作者人格権を行使 、当該著作者が著作者人格権を行使

しないよう必要な措置をとるものと しないよう必要な措置をとるものと

する。 する。

２ ［略］ ２ ［同左］

（技術上の成果の利用） （技術上の成果の利用）

第１３条［略］ 第１３条［同左］

２ 前項にかかわらず、乙は、防衛省 ［項を加える。］

又は防衛装備庁に供する目的で、甲

が承継した知的財産権を実施するこ

とができる。

備考 表中の［ ］の記載は注記である。


